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鳥取市条例第８号 

鳥取市印鑑条例及び鳥取市手数料条例の一部を改正する条例 

（鳥取市印鑑条例の一部改正） 

第１条 鳥取市印鑑条例（昭和４６年鳥取市条例第９号）の一部を次のように改正す

る。 

第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とし、第１５条を第１６条とする。 

第１４条第１号中「とき」の次に「（前条に規定する場合を除く。）」を加え、

同条を第１５条とする。 

第１３条の次に次の１条を加える。 

 （多機能端末機による登録の証明） 

第１４条 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自らの個人番号カード（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等

に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律

第１５３号）第２２条第７項の規定により同条第１項に規定する利用者証明用電

子証明書が記録されているものに限る。）を用いて多機能端末機（市の使用に係

る電子計算機と電子通信回線で接続された機械であって、市以外の者が設置した



ものをいう。）により、印鑑登録証明書の交付を申請し、及びその交付を受ける

ことができる。 

 （鳥取市手数料条例の一部改正） 

第２条 鳥取市手数料条例（平成１２年鳥取市条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１の７０の項中「１通につき ３００円」を「１通につき３００円（多機

能端末機（市の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された機械であって市

以外の者が設置したものをいう。以下同じ。）により交付を受ける場合にあっては、

１通につき２５０円）」に改め、同表の７２の項中「１通につき ３００円」を「１

通につき３００円（多機能端末機により交付を受ける住民票又は戸籍の附票の写し

にあっては、１通につき２５０円）」に改め、同表の７７の項中「１通につき ４

５０円」を「１通につき４５０円（多機能端末機により交付を受ける場合にあって

は、１通につき３５０円）」に改め、同表の８５の項中「１通につき ３００円」

を「１通につき３００円（多機能端末機により交付を受ける所得・課税証明書にあ

っては、１通につき２５０円）」に改める。 

 別表第３第４号中「及び第１７２条」を削り、同表第５号中「第１１４条」を「第

１１３条」に改め、同表第２４号中「第１０３条」を「第６１条」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


